
 

改定後 改定前 備考 

 
第４章  役員及び職員 

 

第 13条～第 14条 省略 

 

 

（職務） 

第 15条 理事長は、この法人を代表し、その業

務を総理する。但し、理事長個人又は理事長が

代表である法人との契約に関しては、他の理事

がこの法人を代表する。 

 

 

定款一部変更  令和 7年〇年〇日  

      →総会承認後の日付予定 

 

 

 

 

 

 

第４章  役員及び職員 
 

第 13条～第 14条 省略 

 

 

（職務） 

第 15条 理事長は、この法人を代表し、その業

務を総理する。 
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